
信
濃
国
の
阿
曇
氏
に
つ
い
て

佐

藤

雄

一

問
題
の
所
在

『
和
名
抄(1
)』

に
よ
る
と
、
信
濃
国
は
佐
久
、
伊
那
、
諏
訪
、
筑
摩
、
安
曇
、
更
級
、
水
内
、
高
井
、
埴
科
、
小
県
、
佐
久
の
十
郡
か
ら
構
成

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
木
曽
地
方
を
除
い
た
現
在
の
長
野
県
と
領
域
的
に
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
安
曇
郡
に
つ
い
て
は
、
天
平
宝
字

八
年
（
七
六
四
）
十
月
の
年
紀
を
有
す
る
正
倉
院
調
布
袴
の
墨
書
に
「
信
濃
国
安
曇
郡
前
科
郷
戸
主
安
曇
部
真
羊
調
布
壱
端
」（『
正
倉
院
宝
物

銘
文
集
成
』
77
）
と
み
え
る
の
が
、
郡
名
の
初
見
で
あ
る(2
)。『

和
名
抄
』
段
階
に
お
け
る
管
郷
は
、
高
家
・
八
原
・
前
科
（
高
山
寺
本
。
大
東

急
本
に
は
前
社
と
あ
る
が
、
前
記
正
倉
院
銘
文
に
よ
る
）、
村
上
の
四
郷
で
あ
っ
た
た
め
、
小
郡
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
郷
域
に
つ
い
て
、

高
家
郷
は
安
曇
野
市
豊
科
高
家
周
辺
、
八
原
郷
は
同
市
穂
高
矢
原
周
辺
、
前
科
郷
は
同
市
明
科
周
辺
、
村
上
郷
は
大
町
市
周
辺
に
推
定
さ
れ
て

い
る
。
安
曇
郡
域
に
広
が
る
安
曇
野
は
、
梓
川
左
岸
を
南
端
、
大
町
方
面
か
ら
流
れ
る
高
瀬
川
右
岸
を
北
端
と
す
る
県
北
西
部
の
広
域
名
称
で

あ
る
。
西
縁
は
飛
騨
山
脈
の
山
麓
線
で
、
南
か
ら
北
へ
梓
川
・
黒
沢
川
・
烏
川
・
中
房
川
・
芦
間
川
・
乳
川
が
流
れ
出
し
て
お
り
、
南
流
す
る

高
瀬
川
と
と
も
に
大
複
合
扇
状
地
を
形
成
し
て
い
る
。
上
記
河
川
は
明
科
付
近
で
犀
川
と
合
流
し
、
長
野
盆
地
（
善
光
寺
平
）
へ
向
か
う
。
平

安
時
代
に
は
御
牧
で
あ
る
猪
鹿
牧
が
置
か
れ
て
お
り
、
烏
川
左
岸
に
は
遺
称
地
名
と
し
て
字
穂
高
牧
が
あ
る
。

郡
内
に
は
『
延
喜
式
』「
神
名
帳
」
所
載
の
穂
高
神
社
が
あ
り
、
こ
れ
は
現
在
安
曇
野
市
穂
高
に
所
在
す
る
同
名
社
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
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穂
高
神
社
本
殿
は
三
殿
構
成
で
あ
り
、
中
殿
に
穂
高
見
命
、
左
殿
に
綿
津
見
命
、
右
殿
に
瓊
々
杵
命
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
貞
観
元
年
（
八
五

九
）
二
月
丁
酉
条
に
「
授
二
（
中
略
）
信
濃
国
従
五
位
下
宝
宅
神
従
五
位
上
一。」
と
あ
り
、「
宝
宅
神
」
は
当
社
祭
神
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら

れ
、
こ
れ
が
当
社
の
史
料
上
の
初
見
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
穂
高
見
命
は
『
新
撰
姓
氏
録
』（
以
下
、『
姓
氏
録
』）
に
そ
の
名
が
み
え
る
神
で
、

【
史
料
一
】『
姓
氏
録
』
右
京
神
別
下(3
)

安
曇
宿
禰

海
神
綿
積
豊
玉
彦
神
子
穂
高
見
命
之
後
也
。

海
犬
養

海
神
綿
積
命
之
後
也
。

凡
海
連

同
神
男
穂
高
見
命
之
後
也
。

と
あ
る
。
ま
た
、
河
内
国
神
別
に
も

【
史
料
二
】『
姓
氏
録
』
河
内
国
神
別

安
曇
連

綿
積
神
命
児
穂
高
見
命
之
後
也
。

と
み
え
る
。
こ
れ
ら
の
記
載
に
よ
る
と
、
穂
高
見
命
は
綿
積
神
の
御
子
神
で
あ
り
、
安
曇
宿
禰
・
安
曇
連
・
海
犬
養
な
ど
の
祖
神
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
穂
高
見
命
の
親
神
で
あ
る
海
神
綿
積
は
、『
古
事
記
』
の
イ
ザ
ナ
キ
の
禊
ぎ
の
場
面
に
「
綿
津
見
神
」
と
し
て
み
え
、
そ
こ
に
は

「
綿
津
見
神
者
、
阿
曇
連
等
之
祖
神
以
伊
都
久
神
也
。」(4
)と

あ
り
、
綿
津
見
神
が
安
曇
連
等
の
祖
神
と
し
て
奉
祭
さ
れ
て
い
た
と
あ
る
。
ま
た
、

『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
記
載
を
み
せ
る
。
こ
れ
ら
に
み
え
る
綿
津
見
神
は
紛
れ
も
な
く
「
海
神
」
で
あ
り
、
海
神
を
奉
祭
す

る
阿
曇
氏(5
)も

海
人
集
団
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る(6
)。

一
方
、
阿
曇
氏
の
活
動
に
関
す
る
記
載
に
つ
い
て
『
日
本
書
紀
』
応
神
・
仁
徳
期
以
降
、
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推
古
期
ま
で
空
白
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
阿
曇
氏
に
よ
る
海
人
集
団
統
括
は
推
古
期
以
降
に
形
成
さ
れ
た
伝
承
で
あ
り
、
実
態
を
伴
わ
な
い
と
す

る
見
解
も
あ
る(7
)。

し
か
し
、
隠
岐
国
に
ま
つ
わ
る
荷
札
木
簡
等
か
ら
は
、
隠
岐
国
海
部
郡
に
阿
曇
氏
と
海
部
が
濃
密
に
分
布
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
分
析
と
し
て
は
、
加
藤
謙
吉
氏(8
)や

山
中
章
氏(9
)な

ど
の
研
究
成
果
が
あ
る
が
、
両
氏
は
六
世
紀
後
半
以
降
の
阿
曇
氏
に
よ
る

阿
曇
部
・
海
部
の
現
地
で
の
管
掌
を
想
定
す
る
（
個
別
の
問
題
は
後
述
）。
現
在
の
研
究
状
況
か
ら
は
、
阿
曇
氏
が
海
人
集
団
を
率
い
た
伴
造

氏
族
の
一
氏
族
で
あ
っ
た(19
)と

み
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

話
を
信
濃
に
戻
す
と
、
安
曇
郡
に
は
「
安
曇
部
」
の
存
在
が
確
認
で
き
、
阿
曇
氏
の
奉
祭
神
を
祀
る
穂
高
神
社
が
十
世
紀
に
は
確
認
で
き

る
。
郡
名
の
訓
み
に
つ
い
て
『
和
名
抄
』
で
は
「
阿
都
之
」
と
訓
じ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
郡
名
「
安
曇
」
は
海
人
集
団
た
る
阿
曇
氏
の
氏
族
名

に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
信
濃
国
は
海
に
面
し
て
い
な
い
山
国
で
あ
り
、
中
部
高
地
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
な
ぜ
阿
曇
氏
が
そ
の
よ
う
な
地
に
居
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
生
じ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
先
学
に
よ
る
多
く
の
研
究
が
あ
る
の
だ
が
、
代
表
的
な
先
行
研
究
を
紹
介
す
る
と
、
ま
ず
大
場
磐
雄
氏
に
よ

る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
大
場
氏
は
、
日
本
海
沿
岸
で
出
土
し
た
銅
戈
・
銅
剣
・
石
戈
・
石
剣
の
分
布
か
ら
、
筑
前
国
糟
屋
郡
阿
曇
郷
・
志
珂

郷
を
拠
点
と
し
た
阿
曇
氏
が
、
越
後
国
頸
城
郡
よ
り
姫
川
沿
い
に
翡
翠
を
も
と
め
て
遡
上
し
た
結
果
、
安
曇
野
入
り
し
た
と
す
る(11
)。

続
い
て
宮
地
直
一
氏
は
、『
延
喜
式
』『
和
名
抄
』
等
か
ら
存
在
が
推
測
さ
れ
る
阿
曇
関
連
氏
族
が
山
陰
・
瀬
戸
内
・
近
畿
お
よ
び
東
海
地
方

に
分
布
し
て
お
り
、
中
部
地
方
か
ら
東
に
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
東
海
地
方
か
ら
松
本
平
に
入
っ
た
阿
曇
氏
が
、
古
墳
時
代
後
期
以
降
、

後
の
安
曇
郡
域
に
進
出
し
、
建
郡
当
初
の
段
階
で
は
郡
内
に
お
け
る
最
も
有
力
な
氏
族
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
な
ど
を
推
察
し
た(12
)。

日
本
海

側
と
太
平
洋
側
と
ル
ー
ト
は
異
な
る
も
の
の
、
両
氏
と
も
に
、
北
部
九
州
に
本
拠
を
持
つ
「
安
曇
族
」
が
、
弥
生
時
代
に
信
濃
国
内
へ
移
住
し

て
き
た
と
い
う
見
通
し
を
述
べ
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
弥
生
時
代
の
阿
曇
氏
移
住
」
説
は
現
在
の
古
代
史
研
究
に
お
い

て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
れ
ら
従
前
の
見
解
に
対
し
て
小
穴
芳
実
氏
は
、
阿
曇
氏
は
五
世
紀
頃
の
王
権
を
支
え
た
有
力
氏
族
で
あ
り
、

東
国
へ
の
展
開
は
そ
れ
以
降
の
こ
と
で
あ
る
と
し
、
そ
の
定
着
年
代
は
「
古
墳
・
出
土
品
の
状
況
か
ら
し
て
七
世
紀
以
前
六
世
紀
後
半
を
遡
る
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も
の
で
は
な
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
」
と
す
る
。
ま
た
、
そ
の
ル
ー
ト
は
後
の
東
山
道
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る(13
)。

小
穴
氏
の
見
解

は
、
時
期
こ
そ
六
世
紀
後
半
以
降
に
求
め
て
い
る
が
、
移
住
説
を
と
る
と
い
う
姿
勢
で
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
、
北

部
九
州
か
ら
の
海
人
集
団
阿
曇
氏
の
移
住
が
通
説
的
な
見
解
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
れ
に
対
し
、
笹
川
尚
紀
氏
は
「
阿
曇
氏
の
部
曲
（
カ
キ
）
で
あ
る
阿
曇
部
は
、
後
に
安
曇
郡
と
な
る
地
域
の
住
民
の
一
部
を
割
き
取
っ
て

設
定
さ
れ
た
」
と
し
、
阿
曇
氏
の
職
掌
に
つ
い
て
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
や
『
高
橋
氏
文
』
に
み
え
る
阿
曇
氏
の
活
動
か
ら
、「
阿
曇
氏

は
海
人
を
統
括
し
大
王
の
食
膳
に
与
る
と
い
う
職
掌
に
基
づ
き
、
屯
倉
管
理
に
積
極
的
に
関
与
す
る
に
及
ん
だ
」
と
す
る
。
ま
た
、
屯
倉
が
お

か
れ
た
場
所
と
し
て
は
、
イ
ヌ
カ
イ
地
名
と
ミ
ヤ
ケ
地
名
と
が
近
接
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
犬
養
部
を
ミ
ヤ
ケ
の
ク
ラ
を
守
衛
す
る
犬
を
飼
養

し
た
氏
族
で
あ
る
と
し
た
黛
弘
道
氏
の
説(14
)を

受
け
、
近
在
す
る
筑
摩
郡
辛
犬
郷
付
近
に
ミ
ヤ
ケ
の
存
在
を
想
定
す
る
。
六
世
紀
末
～
七
世
紀
初

頭
の
推
古
期
の
全
国
的
な
ミ
ヤ
ケ
設
置
に
お
い
て
は
、
中
央
支
配
者
集
団
が
主
導
的
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る(15
)が

、
筑
摩
郡

に
は
崇
賀
郷
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
蘇
我
氏
が
同
郡
に
宗
我
部
を
設
定
し
、
そ
れ
に
呼
応
し
て
同
郡
の
北
部
地
域
に
ミ
ヤ
ケ
が
設
置
さ
れ
、
後

に
「
蘇
我
氏
と
密
接
な
繋
が
り
を
有
し
、
且
つ
屯
倉
経
営
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
た
阿
曇
氏
が
、
そ
の
管
理
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
」
と
結

論
づ
け
る(16
)。

現
在
、
大
化
前
代
の
地
域
史
を
考
え
る
上
で
、
国
造
制
・
部
民
制
・
ミ
ヤ
ケ
制
と
い
っ
た
諸
制
度
と
の
関
わ
り
を
抜
き
に
し
て
考
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
阿
曇
氏
設
定
の
背
景
を
考
え
る
際
に
も
、
単
に
一
地
域
内
の
問
題
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
地
域
と
王
権
と
の
か
か
わ
り
を
明

ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
笹
川
氏
の
研
究
に
よ
り
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
阿
曇
氏
が
蘇
我
氏
と
結
び
つ
き
の
強
い
氏
族
で
あ
り
、
ミ
ヤ
ケ
の
管
理
に
か
か
わ
る
氏
族
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て

も
、
な
ぜ
海
人
集
団
に
母
体
を
も
つ
安
曇
部
が
山
国
で
あ
る
信
濃
国
内
に
設
置
さ
れ
た
の
か
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
未
だ
考
察
の
余
地
が

残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
ち
な
み
に
、
平
城
宮
跡
出
土
墨
書
土
器
か
ら
は
、
美
濃
国
安
八
郡
壬
生
郷
の
「
舎
人
安
曇
万
呂
」
の
存
在
が

知
ら
れ
る
【
表
２
】。
信
濃
国
以
外
の
内
陸
部
に
も
阿
曇
氏
は
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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ま
た
、『
和
名
抄
』
に
み
え
る
全
国
の
郡
名
を
概
観
す
る
と
、
海
人
系
の
氏
族
名
が
郡
郷
名
と
な
っ
て
い
る
例
は
多
く
、
か
つ
広
域
に
分
布

し
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
他
の
海
人
系
氏
族
名
を
も
つ
地
名
成
立
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
信
濃
国
安
曇
郡
建
郡
の
背
景
を
探

る
上
で
も
有
益
で
あ
ろ
う
。
特
に
近
年
は
、
隠
岐
国
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
研
究
が
進
ん
で
い
る(17
)。

隠
岐
国
の
阿
曇
氏
は
、
管
見
の
限
り
信
濃

国
以
外
で
唯
一
郡
司
と
し
て
確
認
で
き
、
ま
た
上
記
研
究
に
よ
っ
て
後
期
ミ
ヤ
ケ
段
階
の
蘇
我
氏
と
の
関
連
も
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ

る
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
他
地
域
の
阿
曇
氏
に
関
す
る
諸
研
究
を
参
照
し
、
阿
曇
氏
設
置
と
安
曇
郡
建
郡
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
て

い
き
た
い
。

一
、
阿
曇
氏
の
拠
点
・
分
布
と
職
掌

信
濃
国
の
阿
曇
氏
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
提
と
し
て
、
ま
ず
は
、
古
代
の
阿
曇
氏
お
よ
び
阿
曇
氏
を
は
じ
め
と
し
た
他
国
の
海
人
集
団
の
様

子
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
古
代
の
文
献
及
び
出
土
文
字
資
料(18
)に

み
え
る
阿
曇
氏
に
つ
い
て
は
、【
表
１
・
２
】
を
参
照
さ
れ
た
い
。
阿
曇
氏
に

つ
い
て
は
、『
古
事
記
』（
以
下
、『
記
』
と
略
称
す
る
こ
と
も
あ
る
）
や
『
日
本
書
紀
』（
以
下
、『
書
紀
』
と
略
称
す
る
こ
と
も
あ
る
）
等
々
、

様
々
な
文
献
に
み
え
る
。『
記
』
で
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
日
向
に
お
い
て
イ
ザ
ナ
キ
が
禊
ぎ
を
し
た
際
に
生
ま
れ
た
神
の
う
ち
に
「
綿
津

見
神
」
が
み
え
、「
阿
曇
連
等
之
祖
神
以
伊
都
久
神
也
。」
と
あ
る
。
こ
れ
が
阿
曇
氏
の
文
献
上
の
初
見
と
な
る
。
ま
た
、『
書
紀
』
に
お
い
て

も
同
様
の
場
面
で
「
底
津
少
童
命
。
中
津
少
童
命
。
表
津
少
童
命
。
是
阿
曇
連
等
所
祭
神
矣
。」（
第
五
段
一
書
第
六
）
と
あ
る
。「
少
童
命
」

は
、
そ
の
同
文
冒
頭
に
「
又
生
海
神
等
、
號
二
少
童
命
一。」
と
あ
り
、
海
神
（
ワ
ダ
ツ
ミ
）
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、

『
記
』『
書
紀
』
に
お
い
て
海
神
（
ワ
ダ
ツ
ミ
）
に
対
し
て
奉
祭
す
る
氏
族
は
阿
曇
氏
で
あ
る
と
共
通
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
書
紀
』
で
は
、
応
神
天
皇
の
頃
の
こ
と
と
し
て
、
阿
曇
氏
の
祖
先
伝
承
を
載
せ
る
。

【
史
料
三
】『
日
本
書
紀
』
応
神
三
年
十
一
月
条
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十
一
月
。
處
々
海
人
、
訕

之
不
従
命
。〈
訕

。
此
云
二
佐
麼
売
玖
一。〉
則
遣
二
阿
曇
連
祖
大
濱
宿
禰
一、
平
二
其
訕
一。
因
為
二
海
人
之
宰

一。
故
俗
人
諺
曰
、
佐
麼
阿
摩
者
、
其
是
緑
也
。

こ
こ
で
は
、
各
地
の
海
人
が
サ
バ
め
き
た
ち
天
皇
に
従
わ
な
か
っ
た
た
め
、
阿
曇
連
の
祖
で
あ
る
大
濱
宿
禰
を
派
遣
し
て
鎮
め
さ
せ
た
。
そ

の
こ
と
に
よ
り
、
阿
曇
連
を
海
人
の
宰
と
し
た
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
頭
注
は
「
阿
曇
連
が
海
部
の
伴
造
と

な
っ
た
由
来
を
「
佐
麼
阿
摩
」
の
語
か
ら
構
作
し
た
起
源
説
話
」
と
す
る
。
ま
た
、
佐
伯
有
清
氏
は
「
佐
麼
阿
摩
」
に
注
目
し
、
周
防
国
佐
波

郡
に
設
定
さ
れ
た
海
部
の
名
称
か
ら
作
ら
れ
た
説
話
で
あ
る
と
す
る(19
)。

確
か
に
、
周
防
国
に
は
佐
波
郡
に
近
接
す
る
地
域
に
阿
曇
等
海
人
系
氏
族
が
い
た
こ
と
が
、
以
下
の
荷
札
木
簡
か
ら
わ
か
る
。

【
史
料
四
】
平
城
宮
跡
出
土
木
簡
（『
平
城
宮
』
一
―
329
）

周
防
国
吉
敷
郡
神
埼
郷
戸
主
阿
曇
五
百
万
呂
口
同
部
・
□
麻
呂

進
上
調
塩
一
斗
天
平
十
七
年
九
月
八
日

本
木
簡
は
天
平
十
七
年
（
七
四
五
）
の
年
紀
を
持
ち
、
周
防
国
吉
敷
郡
神
崎
郷
の
戸
主
阿
曇
五
百
万
呂
等
に
よ
る
塩
の
貢
納
を
示
し
て
い

る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
二
条
大
路
木
簡
で
も
海
人
系
氏
族
が
確
認
で
き
る
。

【
史
料
五
】
二
条
大
路
木
簡
〔
①
『
城
』
二
七
―
20
下
(297
)
②
『
城
』
二
七
―
21
上
(298
)〕

①
周
防
国
大
嶋
郡
屋
代
里
凡
海
部
大
村
御
調
塩
三
斗

②
周
防
国
大
嶋
郡
務
理
里
凡
海
部
・
矣
〔
牟
ヵ
〕
良
御
調
塩
三
斗

こ
れ
ら
の
木
簡
で
は
、
大
嶋
郡
屋
代
里
・
務
理
里
の
凡
海
部
に
よ
る
塩
貢
納
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
。

阿
曇
氏
の
祖
先
神
が
綿
積
神
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
【
史
料
一
】【
史
料
二
】
の
『
姓
氏
録
』
に
も
確
認
で
き
、
安
曇
宿
禰
・
安
曇
連
と
も

に
綿
積
神
を
祖
先
神
と
し
て
い
る
。『
釈
日
本
紀
』
で
は
「
阿
曇
連
等
所
祭
神
」
条(29
)に

『
筑
前
国
風
土
記
』
の
引
用
と
し
て
、
糟
屋
郡
資
珂
嶋

の
地
名
起
源
譚
を
載
せ
る
。
こ
こ
で
は
、
も
と
は
「
近
嶋
」
と
呼
ん
で
い
た
も
の
が
、
訛
っ
た
結
果
「
資
珂
嶋
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
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と
あ
る
。
ま
た
、『
先
代
旧
事
本
紀
』「
神
代
本
紀
」
に
は
安
曇
連
等
が
祭
る
神
と
し
て
「
筑
紫
斯
香
神
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
新
抄
格
勅
符

抄
』「
大
同
元
年
牒
」（
八
〇
六
年
）
の
「
阿
曇
神
」
や
、『
住
吉
大
社
神
代
記
』（
平
安
前
期
成
立
）
に
み
え
る
「
糟
屋
郡
阿
曇
社
」(21
)、『

延
喜

式
』「
神
名
帳
」
筑
前
国
糟
屋
郡
の
志
加
海
神
社
に
あ
た
る
神
社
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、「
連
」
姓
を
帯
び
る
阿
曇
連
の
斎
き

祀
る
神
が
筑
前
国
糟
屋
郡
に
所
在
し
て
い
る
と
い
う
奈
良
・
平
安
時
代
を
通
し
て
一
貫
し
て
い
る
認
識
は
、
部
民
制
に
も
と
づ
く
カ
バ
ネ
を
冠

し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
大
化
前
代
に
遡
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
阿
曇
氏
の
拠
点
と
し
て
筑
前
国
糟
屋
郡
志
珂
郷
お
よ
び
、
隣
接
す
る
阿
曇
郷
周

辺
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
浦
上
里
の
地
名
起
源
説
話
に
は
「
昔
、
阿
曇
連
百
足
等
、
先
居
二
難
波
浦
上
一。
後
、
遷
二
来
於
此
浦
上
一。

故
、
因
二
本
居
一
為
レ
名
。」
と
あ
り
、
阿
曇
連
百
足
と
そ
の
一
団
が
難
波
の
浦
か
ら
移
っ
て
き
た
こ
と
が
、
浦
上
地
名
の
由
来
で
あ
る
と
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
難
波
の
浦
は
、
平
安
時
代
に
は
摂
津
国
西
成
郡
の
東
大
寺
領
安
曇
江
荘
と
し
て
み
え
る
地
域
（
現
在
の
大
阪
市
西
区
北
堀
江

周
辺
が
比
定
地
）
の
入
り
江
を
指
す
名
称
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
書
紀
』
白
雉
四
年
（
六
五
三
）
五
月
是
月
条
に
は
「
阿
曇
寺
」

の
名
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
は
現
在
の
大
阪
市
中
央
区
安
堂
寺
町
が
遺
称
地
と
さ
れ
て
い
る
。
両
者
は
近
隣
の
地
に
あ
り
、
摂
津
国
西
成
郡

（
当
初
は
西
生
郡
）
も
ま
た
、
阿
曇
氏
の
拠
点
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、『
書
紀
』
履
中
即
位
前
紀
で
は
阿
曇
連
浜
子
が
淡
路
の
「
野
嶋
之
海
人
」
を
統
率
し
て
い
た
と
み
え
る
が
、
こ
の
伝
承
は
、
阿
曇

氏
が
淡
路
島
も
拠
点
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る(22
)。

阿
曇
氏
の
本
貫
が
何
処
に
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
北
部
九
州
説(23
)が

有
力
で
あ
る

が
、
淡
路
・
摂
津
を
本
拠
と
す
る
説(24
)も

呈
さ
れ
て
お
り
、
未
だ
結
論
を
み
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
稿
の
問
題
意
識
か
ら
は
、
阿
曇
氏
が
瀬

戸
内
海
を
中
心
と
し
た
西
国
に
広
く
展
開
し
て
お
り
、
瀬
戸
内
海
交
通
を
担
う
氏
族
で
あ
っ
た(25
)と

見
做
す
に
留
め
て
お
き
た
い
。

ま
た
、
阿
曇
氏
の
職
掌
に
つ
い
て
は
、『
続
日
本
紀
』
宝
亀
七
年
（
七
七
六
）
三
月
条
に
安
曇
宿
禰
浄
成
が
内
膳
奉
膳
と
し
て
み
え
る
こ
と

や
、『
高
橋
氏
文
』
が
『
書
紀
』
応
神
三
年
条
（【
史
料
三
】）
を
引
き
、
こ
れ
が
天
皇
の
御
膳
に
阿
曇
氏
が
与
る
こ
と
の
起
源
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
等
か
ら
、
海
産
物
の
貢
納
管
理
や
膳
の
調
理
と
い
っ
た
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
他
『
書
紀
』
皇
極
元
年
正
月
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己
酉
条
や
天
智
元
年
五
月
条
に
み
え
る
阿
曇
連
比
羅
夫
の
活
動(26
)か

ら
は
、
そ
の
航
海
術
を
背
景
に
ヤ
マ
ト
王
権
内
の
軍
事
・
外
交
分
野
で
一
定

の
地
位
を
得
て
い
た
こ
と
も
看
取
さ
れ
る
。

先
に
履
中
即
位
前
紀
に
お
い
て
阿
曇
連
が
淡
路
の
海
人
を
統
率
し
て
い
た
と
す
る
記
載
に
触
れ
た
が
、
こ
れ
は
阿
曇
氏
の
祖
先
伝
承
の
一
つ

と
し
て
理
解
で
き
、
阿
曇
連
が
中
央
豪
族
と
し
て
各
地
の
海
人
集
団
を
束
ね
て
い
た
こ
と
を
伝
承
的
に
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う(27
)。

阿
曇
氏
が
海
産
物
貢
納
や
水
上
交
通
の
担
い
手
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て
い
た
の
は
、
一
氏
族
の
職
掌
と
し
て
矛
盾
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
例
え
ば
平
時
に
お
い
て
は
前
者
、
有
事
に
お
い
て
は
後
者
と
し
て
の
性
格
が
表
に
現
れ
、
そ
の
こ
と
が
史
料
上
に
み
え
て
い
る
の
だ
と
理

解
す
る
こ
と
も
可
能
で
、
海
人
集
団
と
し
て
の
特
徴
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

次
に
、
地
方
の
阿
曇
氏
に
つ
い
て
地
域
別
に
ま
と
め
た
の
が
【
表
２
】
で
あ
る
。
一
瞥
す
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
や
は
り
西
日
本
の
広
範
に

分
布
し
て
い
る
。【
表
１
】
と
併
せ
て
み
る
と
、
隠
岐
国
か
ら
の
海
産
物
の
貢
納
に
目
が
向
く
が
、
他
に
備
中
国
・
周
防
国
・
阿
波
国
・
伊
予

国
か
ら
も
塩
・
ア
ワ
ビ
・
鯛
と
い
っ
た
海
産
物
の
貢
納
が
確
認
で
き
、
海
人
集
団
な
ら
で
は
の
特
性
が
見
て
取
れ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
阿
曇

氏
の
存
在
や
海
産
物
貢
納
に
か
か
わ
る
記
事
は
西
日
本
に
集
中
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
阿
曇
氏
の
本
拠
が
西
日
本
に
あ
り
、
地
方
阿
曇
氏
も

当
初
は
西
日
本
を
中
心
に
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
瀬
戸
内
か
ら
北
部
九
州
地
域
に
濃
密
に
阿
曇
氏
の

分
布
が
認
め
ら
れ
る
一
方
、
日
本
海
側
で
は
隠
岐
国
と
加
賀
国
の
み(28
)で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
海
側
の
阿
曇
氏
と
瀬
戸
内
地
域
の
阿
曇
氏

設
置
が
同
時
に
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
は
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

東
日
本
に
お
け
る
阿
曇
氏
は
甲
斐
・
美
濃
・
信
濃
と
い
っ
た
山
国
に
多
く
分
布
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
海
人
集
団
た
る
阿
曇
氏
の
本
来
的
な

性
質
に
沿
う
も
の
で
は
な
く
、
阿
曇
氏
の
西
日
本
か
ら
東
日
本
へ
の
直
接
的
な
移
住
を
想
定
す
る
の
は
難
し
い
。

二
、
ミ
ヤ
ケ
経
営
と
阿
曇
氏
（
隠
岐
国
を
事
例
に
）
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冒
頭
述
べ
た
と
お
り
、
中
央
大
豪
族
で
あ
る
蘇
我
氏
が
ミ
ヤ
ケ
経
営
に
関
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、『
書
紀
』
欽
明
十
六
年
～
三
十

年
ま
で
に
散
見
さ
れ
る
吉
備
の
児
島
ミ
ヤ
ケ
お
よ
び
白
猪
ミ
ヤ
ケ(29
)に

関
す
る
記
事
か
ら
窺
え
る
。
こ
こ
で
は
、
蘇
我
稲
目
が
ミ
ヤ
ケ
経
営
に
直

接
関
与
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
蘇
我
氏
が
各
地
の
ミ
ヤ
ケ
経
営
に
関
与
し
て
い
た(39
)で

あ
ろ
う
こ
と
は
、
大
方
の
理
解
を
得
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
ミ
ヤ
ケ
制
研
究
で
は
、
ミ
ヤ
ケ
を
ク
ラ
（
倉
）
や
ミ
タ
（
屯
田
）
を
基
調
と
す
る
農
業
経
営
の
拠
点
と
み
る
論(31
)、

政
治
的
軍
事

拠
点
と
し
て
の
性
格
を
重
視
す
る
論(32
)、

そ
れ
ら
諸
要
素
を
包
括
す
る
ミ
ヤ
ケ
の
多
様
性
を
見
出
す
論(33
)等

が
あ
る
。

ま
た
、
欽
明
十
七
年
に
は
稲
目
が
紀
伊
国
海
部
屯
倉
に
も
関
与
し
て
い
る
記
事
が
確
認
で
き
る
。

【
史
料
六
】『
日
本
書
紀
』
欽
明
十
七
年
十
月
条

冬
十
月
、
遣
二
蘇
我
大
臣
稲
目
宿
禰
等
於
倭
国
高
市
郡
一、
置
二
韓
人
大
身
狭
屯
倉
。〈
言
韓
人
者
、
百
済
也
。〉
高
麗
人
小
身
狭
屯
倉
一。
紀

国
置
二
海
部
屯
倉
一。〈
一
本
云
、
以
二
処
処
韓
人
一、
為
二
大
身
狭
屯
倉
田
部
一。
高
麗
人
為
二
小
身
狭
屯
倉
田
部
一。
是
即
以
二
韓
人
・
高
麗
人
一

為
二
田
部
一。
故
因
為
二
屯
倉
之
号
一
也
。〉

こ
の
記
事
か
ら
は
、
六
世
紀
後
半
に
蘇
我
氏
主
導
の
も
と
、
先
進
的
な
開
墾
・
灌
漑
技
術
を
有
し
た
渡
来
系
氏
族
や
海
産
物
貢
納
を
担
う
海
部

集
団
の
編
制
と
、
ミ
ヤ
ケ
設
定
が
為
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る(34
)。

海
部
集
団
の
伴
造
氏
族
と
目
さ
れ
る
阿
曇
氏
と
蘇
我
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
既
に
後
藤
四
郎
氏
の
指
摘(35
)が

あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、
両
者

の
関
係
性
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
以
下
の
史
料
で
確
認
し
て
お
く
。

【
史
料
七
】『
日
本
書
紀
』
推
古
三
十
二
年
十
月
癸
卯
朔
日
条

冬
十
月
癸
卯
朔
、
大
臣
遣
二
阿
曇
連
。〈
闕
レ
名
。〉
阿
倍
臣
摩
侶
二
臣
一。
令
レ
奏
二
天
皇
一
曰
、
葛
城
縣
者
、
元
臣
之
本
居
也
。
故
因
二
其
縣

一
為
二
姓
名
一。
是
以
冀
之
、
常
得
二
其
縣
一、
以
欲
レ
為
二
臣
之
封
縣
一。

こ
こ
で
、
蘇
我
馬
子
は
葛
城
県
の
割
譲
を
要
求
す
る
た
め
の
使
者
と
し
て
阿
倍
臣
摩
侶
と
阿
曇
連
と
を
派
遣
し
て
い
る
。
舒
明
即
位
前
紀
で

は
、
推
古
死
後
の
嗣
位
に
関
す
る
群
臣
会
議
に
際
し
て
蘇
我
蝦
夷
が
事
前
に
臣
摩
侶
と
謀
り
、
か
つ
臣
摩
侶
は
蝦
夷
の
代
弁
者
と
し
て
振
る
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舞
っ
て
い
る
。
こ
の
叙
述
が
、
阿
倍
臣
摩
侶
と
蘇
我
本
宗
家
と
の
親
密
な
関
係
性
に
よ
る
も
の
と
見
做
す
こ
と
は
大
過
あ
る
ま
い
。
そ
う
で
あ

る
な
ら
ば
、
推
古
の
も
と
に
派
遣
さ
れ
た
阿
曇
連
も
阿
倍
氏
と
同
様
の
間
柄
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

蘇
我
氏
が
阿
曇
氏
等
の
海
人
集
団
を
把
握
し
、
彼
ら
を
通
し
て
ミ
ヤ
ケ
経
営
に
携
わ
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
笹
川
氏
が
指
摘
し

て
い
る(36
)が

、
次
に
隠
岐
国
の
事
例
に
つ
い
て
補
足
を
加
え
つ
つ
確
認
し
て
お
き
た
い
。

隠
岐
は
島
根
半
島
北
方
の
日
本
海
上
に
位
置
す
る
離
島
群
の
総
称
で
あ
る
。
知
夫
里
島
（
知
夫
村
）・
西
ノ
島
（
西
ノ
島
町
）・
中
ノ
島
（
海

士
町
）
の
三
島
か
ら
成
る
島
前
地
域
と
、
島
後
（
隠
岐
の
島
町
）
地
域
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
令
制
下
の
隠
岐
国
は
、
島
前
の
智
夫
郡
（
知
夫

里
島
・
西
ノ
島
）・
海
部
郡
（
中
ノ
島
）、
島
後
の
役
道
郡
・
周
吉
郡
の
四
郡
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

隠
岐
国
の
部
民
分
布
に
つ
い
て
は
吉
松
大
志
氏(37
)に

よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
お
り
、
島
後
地
域
東
部
の
周
吉
郡
に
は
宗
我
部
（
蘇
我
部
）
が
多
数

確
認
さ
れ
、
西
部
の
役
道
郡
で
は
磯
部
が
集
中
的
に
分
布
し
て
い
る
。
磯
部
に
つ
い
て
は
天
平
四
年
「
隠
岐
国
正
税
帳
」（『
大
日
古
』
一
―

460
）
に
役
道
郡
の
少
領
と
し
て
磯
部
直
が
み
え
、
磯
部
直
―
部
民
磯
部
の
対
応
関
係
も
想
定
さ
れ
て
い
る
。

島
前
の
様
子
に
つ
い
て
は
【
図
１
】
で
示
し
た
。
島
前
の
海
部
郡
で
は
、
東
部
の
海
部
郷
・
佐
作
郷
・
布
勢
郷
に
お
い
て
は
阿
曇
部
・
海
部

が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
、
御
宅
郷
は
日
下
部
が
優
勢
で
あ
る
。
ま
た
、
南
端
の
佐
吉
郷
で
は
、
阿
曇
部
と
日
下
部
が
そ
れ
ぞ
れ
半
数
ず
つ
確
認

で
き
る
。
智
夫
郡
で
は
、
王
権
の
支
配
・
開
発
拠
点
で
あ
る
ミ
ヤ
ケ
・
ミ
タ
と
の
関
連
が
推
察
さ
れ
る
美
多
郷
に
、
石
部
（
磯
部
）
が
集
中
し

て
い
る
。
ま
た
、
海
部
郡
御
宅
郷
に
つ
い
て
も
郷
名
か
ら
ミ
ヤ
ケ
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
お
り(38
)、

御
宅
郷
域
内
の
矢
原
遺
跡
（
海
士
町
郡

埼
）
か
ら
は
「
多
倍
」
墨
書
土
器
も
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
当
地
に
ミ
ヤ
ケ
が
存
在
し
て
い
た(39
)可

能
性
が
認
め
ら
れ
る
。

先
に
触
れ
た
磯
部
に
つ
い
て
は
、『
古
事
記
』
応
神
段
に
お
い
て
海
部
・
山
部
・
山
守
部
等
と
共
に
設
定
さ
れ
た
伊
勢
部
が
、
磯
部
に
あ
た

る
と
さ
れ
、
海
浜
部
の
磯
で
の
採
集
を
職
掌
と
し
た
集
団
と
み
る
説
が
有
力
で
あ
る(49
)。

一
方
、『
姓
氏
録
』
河
内
国
皇
別
で
は
、
磯
部
と
蘇
我

（
蘇
宜
）
部
の
同
祖
関
係
が
確
認
さ
れ
る
こ
と(41
)。

ま
た
、
宗
我
部
が
島
後
周
吉
郡
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
蘇
我
氏
支
配
下
の
部
民

（
宗
我
部
）
を
媒
介
と
し
た
磯
部
設
置
と
ミ
ヤ
ケ
設
定
が
想
定
さ
れ
て
い
る(42
)。
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以
上
の
と
お
り
、
宗
我
部
設
置
を
介
し
て
海
人
集
団
は
ミ
ヤ
ケ
管
掌
者
と
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
と
阿
曇
氏
に
つ
い
て
は
【
図

１
】
の
と
お
り
、
ミ
ヤ
ケ
推
定
地
に
阿
曇
氏
が
み
え
な
い
と
い
う
問
題
が
残
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
海
部
郡
少
領
と
し
て
天
平
四
年

「
隠
岐
国
正
税
帳
」
に
阿
曇
三
雄
（『
大
日
古
』
一
―
455
）
が
み
え
る
こ
と
か
ら
し
て
、
八
世
紀
の
阿
曇
氏
が
同
郡
郡
領
氏
族
で
あ
っ
た
こ
と

は
確
実
で
あ
る(43
)。

か
つ
て
山
中
章
氏
は
、
島
前
の
階
層
秩
序
に
つ
い
て
阿
曇
―
阿
曇
部
―
海
部
を
想
定
し
、
そ
の
よ
う
な
構
造
が
同
地
域
で
は

横
穴
式
石
室
―
上
位
横
穴
墓
―
下
位
横
穴
墓
と
し
て
墓
制
に
現
れ
て
い
る
と
し
た(44
)が

、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
文
献
・
考
古
両
面
か
ら
否
定

的
な
見
解
も
出
さ
れ
て
い
る(45
)。

海
部
郡
で
は
阿
曇
―
阿
曇
部
と
い
っ
た
階
層
性
も
窺
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
一
部
を
除
け
ば
、
確
か
に
集
団
内

に
お
け
る
階
層
化
が
全
面
的
に
進
ん
で
い
た
と
は
見
做
し
が
た
い
。
し
か
し
、
海
部
郡
に
お
け
る
氏
族
分
布
か
ら
窺
え
る
阿
曇
氏
の
相
対
的
優

位
性
と
、
同
郡
に
設
定
さ
れ
た
ミ
ヤ
ケ
へ
の
関
与
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
認
め
て
良
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

隠
岐
に
お
け
る
阿
曇
部
設
置
時
期
に
つ
い
て
は
、
宗
我
部
設
置
に
追
随
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
宗
我
部
の
設
置
は
六
世
紀
後
半
以
降
の

蘇
我
氏
の
進
展
と
同
時
期
で
あ
り
、
阿
曇
部
の
設
定
も
同
様
で
あ
る
と
す
る
平
石
充
氏
の
見
解(46
)が

穏
当
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
ミ
ヤ
ケ
設
置
の
背
景
と
し
て
は
、
荷
札
木
簡
等
に
み
え
る
貢
納
品
が
海
産
物
に
特
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
海
産
物
貢
納
が
主
要
眼

目
で
あ
っ
た(47
)の

で
あ
ろ
う
が
、
ミ
タ
が
水
田
を
指
し
、
ミ
ヤ
ケ
の
経
営
・
維
持
基
盤
で
あ
っ
た
と
い
う
加
藤
謙
吉
氏
の
指
摘(48
)や

、
当
該
時
期
の

朝
鮮
半
島
情
勢
の
緊
迫
化
を
う
け
、
蘇
我
氏
が
日
本
海
側
の
「
辺
要
国
」
の
一
つ
で
あ
る
隠
岐(49
)防

衛
に
伴
う
交
通
路
の
開
発
を
主
導
し
た
と
す

る
坂
江
渉
氏
の
指
摘(59
)も

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
隠
岐
の
ミ
ヤ
ケ
は
土
地
開
発
・
海
産
物
収
取
・
軍
事
・
交
通
な
ど
を
含
み
こ
ん
だ
多
様
な
役
割
を

期
待
さ
れ
て
設
定
さ
れ
た
拠
点
で
あ
っ
た(51
)と

評
価
さ
れ
る
。

阿
曇
氏
は
難
波
や
筑
前
国
糟
屋
郡
を
拠
点
と
し
て
い
た
が
、
難
波
に
は
難
波
屯
倉
（『
書
紀
』
安
閑
元
年
十
月
甲
子
条
、
大
化
二
年
正
月
是

月
条
）
が
、
糟
屋
郡
に
は
糟
屋
屯
倉
（『
書
紀
』
継
体
二
十
二
年
十
二
月
条
）
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
ミ
ヤ
ケ
推
定
地
と
阿
曇
氏
の
分
布
は
重

な
る
部
分
が
多
い
。
ま
た
、『
姓
氏
録
』
に
は
阿
曇
氏
の
同
族
と
し
て
阿
曇
犬
養
連
（
摂
津
国
神
別
）
や
海
犬
養
（
右
京
神
別
）
が
み
え
る
。

ミ
ヤ
ケ
と
犬
養
部
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ミ
ヤ
ケ
地
名
と
イ
ヌ
カ
イ
地
名
と
の
関
係
が
深
く
、
犬
養
部
は
ミ
ヤ
ケ
の
倉
の
守
衛
を
担
当
し
た
部
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民
で
あ
る
と
す
る
黛
弘
道
氏
の
指
摘(52
)を

再
確
認
し
て
お
き
た
い
。

三
、
信
濃
に
お
け
る
阿
曇
氏
設
定

前
項
で
は
、
阿
曇
氏
が
ミ
ヤ
ケ
経
営
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
先
行
研
究
に
基
づ
い
て
確
認
し
た
。
最
後
に
信
濃
に
お
け
る
ミ
ヤ
ケ
と
阿
曇

氏
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

信
濃
の
ミ
ヤ
ケ
に
つ
い
て
文
献
史
料
上
は
見
出
せ
な
い
が
、
屋
代
遺
跡
（
千
曲
市
雨
宮
）
出
土
の
木
簡
が
注
目
さ
れ
る
。

【
史
料
八
】
屋
代
遺
跡
出
土
一
一
号
木
簡(53
)

三
家
人
ア

石
田
ア
□
（
後
略
）

屋
代
遺
跡
は
令
制
下
の
埴
科
郡
屋
代
郷
に
位
置
し
て
お
り
、
埴
科
郡
家
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
み
え
る
「
三
家
人
部
」
は

ミ
ヤ
ケ
に
関
わ
る
部
民
で
あ
り
、
他
に
「
石
田
部
」「
戸
田
部
」（
三
号
・
一
一
号
・
五
九
号
・
六
〇
号
木
簡
）
な
ど
も
、
ミ
ヤ
ケ
の
耕
作
に
関

わ
る
「
田
部
」
関
係
の
部
民
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
屋
代
遺
跡
か
ら
千
曲
川
を
挟
ん
だ
対
岸
の
更
級
郡
に
は
更
埴
条
里
遺
跡
が
広
が
っ
て
い
る

が
、『
和
名
抄
』
段
階
で
は
更
級
郡
（
九
郷
）・
埴
科
郡
（
七
郷
）
の
計
一
六
郷
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
信
濃
国
の
総
郷
数
六
二
の
約
四
分
の
一
を

占
め
て
お
り
、
人
口
の
集
中
と
生
産
力
の
高
さ
が
想
定
さ
れ
て
い
る(54
)。

北
信
の
善
光
寺
平
に
ミ
ヤ
ケ
が
設
置
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い(55
)と

い
え

る
。
ミ
ヤ
ケ
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
『
和
名
抄
』
所
載
の
埴
科
郡
英
多
郷
が
目
を
引
く
。『
和
名
抄
』
で
は
エ
タ
と
訓
じ
て
い
る
が
、
他
国
に

み
え
る
同
名
郷
は
多
く
が
ア
ガ
タ
と
訓
じ
ら
れ
て
お
り(56
)、

こ
こ
で
は
、「
英
多
」
を
「
ア
ガ
タ
」
と
読
み
、
ミ
ヤ
ケ
関
連
地
名
と
理
解
す
る
田

島
公
氏
の
指
摘(57
)に

従
い
た
い
。

な
お
、
美
濃
国
厚
見
郡
厚
見
郷
を
阿
曇
関
連
地
名
と
見
做
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
同
郡
の
三
家
郷
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
田
島
氏
は
「
守
部
」
と
ミ
ヤ
ケ
地
名
が
重
な
る
こ
と
か
ら
、
守
部
も
犬
養
部
同
様
に
ミ
ヤ
ケ
の
守
衛
に
当
た
っ
た
と
想
定
す
る
。
三
家
郷
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と
関
連
し
て
十
一
世
紀
の
東
大
寺
領
茜
部
荘
（
厚
見
荘
）
に
「
三
宅
寺
」
と
「
別
當
守
部
」
が
み
え
る
が
、
信
濃
国
で
は
屋
代
木
簡
に
埴
科
郡

大
穴
郷
高
家
里
の
戸
主
と
し
て
「
守
部
安
万
呂
」（
七
二
号
）
が
確
認
で
き
る
。
大
穴
郷
の
東
隣
に
は
英
多
郷
が
あ
り
、
や
は
り
ミ
ヤ
ケ
と
の

関
連
が
想
定
さ
れ
て
い
る(58
)。

ま
た
、
筑
摩
郡
に
は
辛
犬
甘
氏
が
確
認
で
き
る
（『
三
代
実
録
』
仁
和
元
年
四
月
己
未
条
・
同
年
十
二
月
壬
申
条
）
が
、
そ
の
拠
点
は
同
郡

辛
犬
郷
で
あ
り
、
同
郡
錦
服
郷
の
錦
織
氏
と
と
も
に
ミ
ヤ
ケ
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る(59
)。

さ
ら
に
、
同
郡
南
部
に
は
崇
賀
郷
（
塩
尻
市
宗
賀
が

遺
称
地
名
）
が
あ
る
。
建
久
八
年
（
一
一
九
七
）
成
立
の
『
多
武
峯
略
記
』
に
は
筑
摩
郡
蘇
我
郷
に
草
茂
庄
が
み
え
、
松
本
市
神
林
の
下
神
遺

跡
か
ら
は
「
草
茂
」
墨
書
土
器
（
九
世
紀
）
が
検
出
さ
れ
て
い
る(69
)。

当
遺
跡
は
草
茂
庄
の
中
心
部
分
で
あ
り
、
岐
蘇
路
の
松
本
平
へ
の
入
口
部

に
あ
た
る
場
所
に
位
置
し
て
い
る
。
当
地
に
お
け
る
蘇
我
氏
関
連
氏
族
を
示
す
文
献
史
料
は
な
い
も
の
の
、
郷
名
か
ら
は
そ
の
存
在
が
窺
わ
れ

る
。
加
藤
謙
吉
氏
は
崇
賀
郷
で
の
宗
我
部
居
住
を
想
定
し
、
安
曇
郡
に
阿
曇
氏
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
宗
我
部
設
置
の
一
因
で
あ
っ
た
と
す

る(61
)。

前
者
の
宗
我
部
存
在
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
首
肯
さ
れ
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
隠
岐
国
で
の
想
定
同
様
に
宗
我
部
を
足
が
か
り
と
し

て
阿
曇
氏
が
置
か
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

今
ひ
と
つ
注
目
し
た
い
の
が
尾
張
氏
で
あ
る
。

【
史
料
九
】『
日
本
書
紀
』
宣
化
元
年
五
月
辛
丑
朔
条

詔
曰
。
（
中
略
）
蘇
我
大
臣
稲
目
宿
禰
、
宜
下
遣
二
尾
張
連
一、
運
中
尾
張
国
屯
倉
之
穀
上。

こ
こ
で
は
、
蘇
我
氏
の
主
導
下
で
尾
張
連
が
ミ
ヤ
ケ
管
掌
に
あ
た
っ
た
と
さ
れ
る
。
信
濃
国
に
も
尾
張
氏
の
存
在
は
確
認
で
き
る
。
屋
代
木

簡
に
「
尾
張
ア
」（
一
一
八
号
木
簡
）
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
埴
科
郡
周
辺
に
尾
張
部
が
設
定
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

ま
た
、『
和
名
抄
』
水
内
郡
に
は
尾
張
郷
が
み
え
、
大
東
急
本
に
は
「
乎
波
利
倍
」
の
訓
が
振
ら
れ
て
い
る
。
長
野
市
東
部
の
大
字
「
西
尾
張

部
」「
北
尾
張
部
」
が
遺
称
地
で
あ
り
、
こ
の
地
域
に
は
九
世
紀
頃
に
は
成
立
し
て
い
た
と
さ
れ
る
条
里
制
遺
構
が
確
認
さ
れ
て
い
る(62
)こ

と
な

ど
か
ら
、
蘇
我
氏
主
導
の
も
と
尾
張
氏
が
ミ
ヤ
ケ
管
掌
に
関
与
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(63
)。
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こ
の
よ
う
に
、
信
濃
国
北
部
に
お
い
て
も
蘇
我
氏
と
関
係
の
あ
る
氏
族
の
存
在
と
ミ
ヤ
ケ
設
置
が
窺
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
令
制
東

山
道
お
よ
び
越
後
国
へ
と
抜
け
る
東
山
道
支
道
の
ル
ー
ト
上
に
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
筑
摩
郡
錦
服
郷
に
は
後
に
錦
織
駅
が
置
か
れ
、
埴
科
郡

の
屋
代
遺
跡
で
は
郡
家
と
軍
団
〔「
少
毅
」（
一
二
号
木
簡
）〕
の
存
在
も
推
定
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
信
濃
に
お
い
て
も
や
は
り
、

後
に
生
産
・
交
通
・
政
治
・
軍
事
の
拠
点
と
な
る
場
所
に
、
ミ
ヤ
ケ
的
機
能
を
有
し
た
拠
点
が
想
定
さ
れ
る
。

安
曇
郡
は
推
定
さ
れ
る
駅
路
の
ル
ー
ト
か
ら
は
外
れ
て
い
る
が
、
笹
川
氏
は
隣
郡
で
あ
る
筑
摩
郡
辛
犬
郷
周
辺
に
設
定
さ
れ
た
ミ
ヤ
ケ
の
管

理
・
運
営
に
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
阿
曇
氏
が
あ
た
り
、
地
域
と
の
関
係
を
深
め
た
結
果
、
安
曇
郡
域
に
阿
曇
部
が
設
定
さ
れ
た
と
す
る(64
)。

し

か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
信
濃
で
は
部
姓
以
外
の
阿
曇
氏
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
【
表
２
】、
阿
曇
―
阿
曇
部
と
い
っ
た
階
層
構
造
が
想
定
で
き

る
か
が
問
題
と
な
る
。
今
後
の
発
掘
調
査
等
で
新
た
な
文
字
資
料
が
見
出
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
阿
曇
部
が
安
曇
郡
郡
司
（
主
帳
）
と
し

て
み
え
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
蘇
我
氏
を
介
し
た
阿
曇
部
設
置
と
ミ
ヤ
ケ
経
営
を
想
定
し
て
お
き
た
い
。

ま
た
、
ミ
ヤ
ケ
設
置
が
想
定
さ
れ
る
水
内
郡
・
埴
科
郡
・
筑
摩
郡
の
郡
司
層
に
は
科
野
国
造
の
後
裔
氏
族
で
あ
る
金
刺
氏
・
他
田
氏
が
い

た(65
)。『

書
紀
』
大
化
二
年
三
月
辛
巳
条
で
は
、
東
国
国
司
に
対
す
る
「
田
部
之
馬
」
の
略
取
が
指
弾
さ
れ
て
お
り
、
東
国
に
お
い
て
は
中
央
派

遣
官
で
は
な
く
国
造
が
ミ
ヤ
ケ
の
田
部
を
在
地
で
管
理
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る(66
)。

し
た
が
っ
て
、
中
央
と
の
タ
テ
系
列
の
関
係
以
外
に

も
、
現
地
の
ミ
ヤ
ケ
経
営
に
当
た
っ
て
は
科
野
国
造
と
ヨ
コ
系
列
の
関
係
性
も
併
存
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
阿
曇
氏
が
現
地
で
如
何
な
る
活
動
を
し
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
。
阿
曇
氏
の
職
掌
と
し
て
は
大
王
の
食
膳
に
供
す
る
海
産
物
収
取

が
ま
ず
想
起
さ
れ
る
が
、
以
下
の
史
料
か
ら
は
開
発
の
主
体
者
と
し
て
の
側
面
も
覗
か
せ
る
。

【
史
料
十
】『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
石
海
里(67
)

石
海
里
。
土
惟
上
中
。
右
、
所
三
以
称
二
石
海
一
者
、
難
波
長
柄
豊
前
天
皇
之
世
、
是
里
有
二
百
便
之
野
一、
生
二
百
枝
之
稲
一。
即
阿
曇
連
百

足
、
仍
取
二
其
稲
一
献
之
。
爾
時
、
天
皇
勅
曰
、
宜
下
墾
二
此
野
一
作
上
レ
田
。
乃
、
遣
二
阿
曇
連
太
牟
一、
召
二
石
海
人
夫
一
令
レ
墾
之
。
故
、
野

名
曰
二
百
便
一、
村
号
二
石
海
一
也
。
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こ
こ
で
は
、
阿
曇
連
百
足
が
里
の
野
に
生
え
て
い
る
稲
を
孝
徳
天
皇
へ
献
上
し
た
こ
と
に
よ
り
、
天
皇
が
阿
曇
連
太
牟
に
対
し
て
野
の
開
墾

を
命
じ
、
石
海
の
人
夫
が
召
喚
さ
れ
た
こ
と
が
地
名
起
源
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
百
足
に
つ
い
て
は
、『
肥
前
国
風
土
記
』
松
浦
郡
値
嘉
郷

条
に
み
え
る
景
行
天
皇
の
陪
従
と
同
名
で
あ
り
、
実
在
の
人
物
か
は
疑
問
で
あ
る
。
九
世
紀
半
ば
の
こ
と
だ
が
、
阿
波
国
名
方
郡
人
で
あ
る
安

曇
部
粟
麻
呂
の
改
姓
要
求
の
際
、
安
曇
百
足
宿
祢
の
苗
裔
で
あ
る
こ
と
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
お
り
（『
三
代
実
録
』
貞
観
六
年
八
月
八
日

条
）、
百
足
は
阿
曇
氏
の
伝
説
的
人
物
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
太
牟
は
他
に
見
え
な
い
た
め
、
こ
れ
も
不
明
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
、

阿
曇
氏
が
土
地
開
発
に
直
接
関
与
し
た
こ
と
を
記
載
す
る
の
は
本
例
だ
け
で
あ
り
、
阿
曇
氏
の
本
質
は
海
人
系
集
団
に
よ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ

と
ま
で
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
冒
頭
触
れ
た
よ
う
に
内
陸
国
の
美
濃
に
も
阿
曇
氏
は
確
認
で
き
、
海
産
物
収
取
や
軍
事
・
交
通
以
外
の

側
面
も
想
定
し
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
お
、
前
科
郷
推
定
地
の
安
曇
野
市
明
科
に
は
明
科
廃
寺
が
あ
り
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
創
建
が
推
定
さ
れ
て
い
る(68
)。

ま
た
、
近

隣
に
所
在
し
、
同
時
期
に
稼
働
し
た
潮
古
墳
群
の
被
葬
者
と
の
関
係
も
推
定
さ
れ
て
い
る(69
)が

、【
表
２
】
の
と
お
り
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）

当
時
の
前
科
郷
に
阿
曇
部
が
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
天
平
五
年
（
七
三
三
）
勘
造
の
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
寺
院
の
造
立
者
が
記
載
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
確
認
で
き
る
者
達
は
基
本
的
に
郡
領
氏
族
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
安
曇
郡
の
郡
領
氏
族
で
あ
る
阿
曇
（
部
）
氏
が
創
建

に
関
与
し
た
蓋
然
性
は
高
い
。

次
に
、
明
科
廃
寺
の
瓦
に
つ
い
て
は
、
岐
阜
県
飛
騨
市
古
川
の
寿
楽
寺
廃
寺
や
滋
賀
県
大
津
市
の
衣
川
廃
寺
、
山
梨
県
甲
斐
市
の
天
狗
沢
窯

か
ら
出
土
し
た
軒
丸
瓦
と
同
笵
関
係
に
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
寿
楽
寺
廃
寺
は
「
高
家
寺
」
墨
書
土
器
が
出
土
し
て
い
る
こ

と
か
ら
飛
騨
国
荒
城
郡
高
家
郷
所
在
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る(79
)。

山
路
直
充
氏
は
寿
楽
寺
廃
寺
と
明
科
廃
寺
の
同
笵
関
係
と
工
人
の
移
動

に
つ
い
て
、
令
制
東
山
道
に
よ
ら
な
い
飛
騨
山
脈
の
安
房
峠
も
し
く
は
野
麦
峠
を
越
え
る
ル
ー
ト
を
想
定
し
て
い
る(71
)。

飛
騨
国
荒
城
郡
「
高
家

郷
」
と
信
濃
国
安
曇
郡
「
高
家
郷
」
と
、
飛
騨
山
脈
を
挟
ん
で
接
続
す
る
郡
同
士
で
同
名
郷
が
あ
る
こ
と
も
、
通
交
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
傍

証
す
る
。
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更
に
、
北
側
に
目
を
転
じ
る
と
新
潟
県
と
の
県
境
に
は
三
坂
峠
（
小
谷
村
大
字
北
小
谷
、
標
高
一
二
一
五
メ
ー
ト
ル
、
大
峠
と
も
）
が
あ

り
、
ミ
サ
カ
地
名
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
は
越
後
糸
魚
川
と
信
濃
松
本
と
を
結
び
、「
塩
の
道
」
と
も
称
さ
れ
た
千
国
街
道
の
ル
ー
ト
上
に
あ

た
り
、
千
国
街
道
を
概
ね
踏
襲
し
て
い
る
の
が
国
道
一
四
七
・
一
四
八
号
線
で
あ
る
。
地
形
的
制
約
も
あ
る
た
め
、
現
在
で
も
糸
魚
川
方
面
へ

抜
け
る
唯
一
の
ル
ー
ト
と
な
っ
て
い
る
。
他
の
ル
ー
ト
で
越
後
側
へ
抜
け
る
と
す
る
な
ら
ば
、
東
の
千
曲
川
方
面
へ
大
き
く
迂
回
す
る
こ
と
に

な
る
。『
三
宮
穂
高
社
御
造
宮
定
日
記
』
文
明
十
五
年
（
一
四
八
三
）
二
月
三
日
付
文
書
に
は
、「
穂
高
ノ
領
四
至
堺
ノ
事
、
東
は
千
国
大
道
ヲ

サ
カ
フ
…
」（『
信
濃
史
料
』
九
―
298
）
と
あ
り
、
一
五
世
紀
後
半
に
は
穂
高
神
社
東
辺
の
千
国
大
道
が
機
能
し
て
い
た
。
鈴
木
景
二
氏
は
ミ
サ

カ
に
つ
い
て
、
古
代
（
令
制
前
）
に
お
い
て
は
他
国
へ
抜
け
る
主
要
な
峠
路
を
指
す
語
で
あ
っ
た
こ
と
、
信
濃
に
確
認
で
き
る
ミ
サ
カ
地
名
が

令
制
官
道
沿
い
以
外
に
も
存
在
す
る
こ
と
等
か
ら
多
様
な
交
通
体
系
の
存
在
を
指
摘
し
、
後
の
千
国
街
道
を
利
用
し
た
日
本
海
側
と
の
地
域
間

交
通
が
古
代
に
ま
で
遡
る
こ
と
を
推
測
し
て
い
る(72
)。

安
曇
郡
は
、
北
は
越
後
、
西
は
飛
騨
と
の
交
通
が
想
定
で
き
、
ま
た
梓
川
を
挟
ん
で
東
は
筑
摩
郡
と
な
る
が
、
令
制
東
山
道
の
錦
織
駅
が
近

く
、
南
へ
向
か
う
と
後
に
国
府
が
置
か
れ
る
筑
摩
郡
中
心
部
へ
も
接
続
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
安
曇
郡
南
部
の
前
科
郷
・
高
家
郷
周
辺
は
交

通
の
要
衝
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

結
語

以
上
、
本
稿
で
は
現
在
の
阿
曇
氏
に
関
す
る
先
行
研
究
に
導
か
れ
な
が
ら
、
信
濃
の
阿
曇
氏
設
定
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
最
後
に
、
本
稿

の
ま
と
め
を
し
て
結
び
と
し
た
い
。

第
一
項
で
は
、
阿
曇
氏
が
瀬
戸
内
地
域
を
中
心
と
し
た
西
日
本
に
広
く
分
布
す
る
氏
族
で
あ
り
、
海
人
集
団
の
伴
造
氏
族
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
阿
曇
氏
の
活
動
時
期
に
つ
い
て
は
、
五
世
紀
ま
で
遡
ら
せ
る
説
と
六
世
紀
以
降
に
求
め
る
説
と
が
あ
る
が
、
瀬
戸
内
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海
か
ら
北
部
九
州
沿
岸
に
み
ら
れ
る
阿
曇
氏
と
、
日
本
海
側
・
東
国
の
阿
曇
氏
は
別
個
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

第
二
項
で
は
、
日
本
海
側
の
隠
岐
国
の
阿
曇
氏
設
置
の
背
景
に
つ
い
て
触
れ
、
六
世
紀
後
半
に
蘇
我
氏
の
伸
張
と
と
も
に
現
地
の
ミ
ヤ
ケ
経

営
に
関
与
す
る
集
団
と
し
て
設
定
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

第
三
項
で
は
、
第
一
項
・
第
二
項
を
受
け
、
本
稿
の
対
象
で
あ
る
信
濃
国
の
阿
曇
氏
設
置
の
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
屋
代
木
簡
に
み
え

る
「
三
家
人
ア
」
の
存
在
か
ら
、
信
濃
北
部
に
お
け
る
ミ
ヤ
ケ
設
定
が
想
定
で
き
る
こ
と
。
阿
曇
氏
が
、
信
濃
に
お
い
て
も
蘇
我
氏
と
の
紐
帯

を
背
景
と
し
て
、
ミ
ヤ
ケ
経
営
に
携
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
。
阿
曇
部
が
開
発
主
体
と
し
て
想
定
さ
れ
る
こ
と
。
実
際
の
経
営
に
あ
た
っ

て
は
蘇
我
氏
と
の
タ
テ
系
統
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
地
域
有
力
氏
族
（
科
野
国
造
）
と
の
ヨ
コ
系
統
の
関
係
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
等
を
述

べ
た
。
最
後
に
、
後
の
安
曇
郡
が
越
後
国
・
飛
驒
国
と
の
交
通
の
結
節
点
に
あ
っ
た
こ
と
も
、
阿
曇
部
設
置
の
背
景
に
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘

し
た
。
当
郡
に
は
、
平
安
時
代
に
な
る
と
穂
高
神
社
（
宝
宅
神
）
や
御
牧
（
猪
鹿
牧
）
の
存
在
も
確
認
で
き
る
が
、
阿
曇
部
の
活
動
は
そ
の
様

な
開
発
の
前
史
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

註

(1
)
以
下
、『
和
名
抄
』
に
つ
い
て
は
、
池
邊
彌
『
和
名
類
聚
抄
郷
里
驛
名
考
證
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）
お
よ
び
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文

学
研
究
室
編
『
諸
本
集
成
倭
名
類
聚
抄

本
文
篇
』（
臨
川
書
店
、
再
版
第
五
刷
、
一
九
八
七
年
）
を
適
宜
参
照
。

(2
)
平
城
宮
内
裏
東
北
方
・
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
出
土
の
荷
札
木
簡
は
、
当
初
「
安
曇
郡
」
と
釈
読
さ
れ
て
い
た
（『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報

（
十
六
）』
六
頁
）
が
、
そ
の
後
に
「
安
芸
郡
」
と
補
訂
さ
れ
て
い
る
（『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
（
三
八
）』
二
二
頁
）。

(3
)
『
姓
氏
録
』（
佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究

本
文
篇
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
）。
以
下
、『
姓
氏
録
』
は
同
書
に
よ
る
。

(4
)
『
古
事
記
』（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
）。
以
下
、
本
書
に
よ
る
。

(5
)
「
ア
ヅ
ミ
」
に
つ
い
て
は
「
阿
曇
」「
安
曇
」
等
の
表
記
が
み
え
る
が
、
史
料
引
用
や
固
有
名
詞
以
外
で
は
「
阿
曇
」
表
記
で
統
一
す
る
。

駒沢史学93号（2019) 98



(6
)
後
藤
四
郎
「
大
化
前
代
に
お
け
る
阿
曇
氏
の
活
動
」（『
日
本
歴
史
』
二
二
六
、
一
九
六
七
年
）

(7
)
松
原
弘
宣
「
難
波
津
と
瀬
戸
内
支
配
」（『
日
本
古
代
水
上
交
通
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
、
初
出
一
九
八
三
年
）

(8
)
加
藤
謙
吉
「
隠
岐
の
氏
族
・
部
民
と
畿
内
政
権
」（
武
光
誠
・
山
岸
良
二
編
『
原
始
・
古
代
の
日
本
海
文
化
』
同
成
社
、
二
〇
〇
〇
年
）

(9
)
山
中
章
「
律
令
国
家
と
海
部
」（
広
瀬
和
雄
・
仁
藤
敦
史
編
『
支
配
の
古
代
史
』
学
生
社
、
二
〇
〇
八
年
）

(10
)
篠
川
賢
「
古
代
阿
曇
氏
小
考
」（『
日
本
常
民
文
化
紀
要
』
三
一
、
二
〇
一
六
年
）

(11
)
大
場
磐
雄
「
信
濃
国
安
曇
族
の
考
古
学
的
一
考
察
」（『
考
古
学
上
か
ら
見
た
古
氏
族
の
研
究
』
永
井
出
版
企
画
、
一
九
七
五
年
、
初
出
一
九
四
九
年
）

(12
)
宮
地
直
一
「
穂
高
神
社
史
」（『
宮
地
直
一
論
集

一
』
蒼
洋
社
、
一
九
八
五
年
、
初
出
一
九
四
九
年
）

(13
)
小
穴
芳
実
「
安
曇
氏
の
信
濃
国
安
曇
郡
へ
の
定
着
に
つ
い
て
」（『
信
濃
』
三
五
―
七
、
一
九
八
三
年
）。

(14
)
黛
弘
道
「
犬
養
氏
及
び
犬
養
部
の
研
究
」（『
律
令
国
家
成
立
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
、
初
出
一
九
六
五
年
）

(15
)
狩
野
久
「
白
猪
屯
倉
と
蘇
我
氏
」（『
古
代
王
権
と
列
島
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）

(16
)
笹
川
尚
紀
「
信
濃
の
安
曇
」（『
信
濃
』
五
五
―
七
、
二
〇
〇
三
年
）

(17
)
隠
岐
国
の
部
民
制
に
関
す
る
近
年
の
研
究
と
し
て
は
、
和
田
萃
「
古
代
の
出
雲
・
隠
岐
」（『
海
と
列
島
文
化

第
二
巻

日
本
海
と
出
雲
世
界
』
小
学

館
、
一
九
九
一
年
）、
加
藤
謙
吉
（
註
八
）、
山
中
章
（
註
九
）、
平
石
充
「
文
献
史
料
か
ら
み
た
隠
岐
島
前
の
部
民
制
と
横
穴
墓
」（『
黒
木
山
横
穴
墓
群
』

西
ノ
島
町
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
〇
年
）、
市
大
樹
「
隠
岐
国
海
部
郡
の
荷
札
木
簡
と
ミ
ヤ
ケ
」（『
隠
岐
の
文
化
財
』
三
三
、
二
〇
一
六
年
）、
吉
松
大
志

「
隠
岐
の
古
墳
・
横
穴
墓
と
部
民
」（
島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
編
『
国
家
形
成
期
の
首
長
権
と
地
域
社
会
構
造
』
島
根
県
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
九

年
）
等
。

(18
)
本
稿
で
言
及
す
る
木
簡
及
び
そ
の
釈
文
、
出
典
名
称
に
つ
い
て
は
、「
木
簡
庫
」（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
）
に
よ
っ
た
。

(19
)
佐
伯
有
清
「
阿
曇
連
」（『
日
本
思
想
大
系

古
事
記
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
、
上
巻
補
注
36
）。
同
書
、
氏
族
関
係
の
注
は
佐
伯
有
清
氏
が
作
成

し
、
石
母
田
正
氏
が
校
閲
・
補
訂
し
て
い
る
。

(20
)
『
釈
日
本
紀
』
六
「
阿
曇
連
等
所
祭
神
」
条
所
引

(21
)
『
住
吉
大
社
神
代
記
』（
沖
森
卓
也
・
佐
藤
信
・
矢
嶋
泉
編
『
古
代
氏
文
集
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
二
四
行
目

(22
)
淡
路
の
海
人
集
団
と
王
権
、
瀬
戸
内
海
沿
岸
に
留
ま
ら
な
い
各
地
の
海
人
集
団
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
近
年
ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室
が
研
究
を
進

め
て
い
る
。
古
市
晃
「
国
家
形
成
期
に
お
け
る
淡
路
の
位
置
」（『
国
家
形
成
期
の
王
宮
と
地
域
社
会
』
塙
書
房
、
二
〇
一
九
年
、
初
出
二
〇
一
七
年
）
や
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坂
江
渉
「
倭
王
権
形
成
期
の
海
人
の
地
域
間
交
流
」（
島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
編
『
国
家
形
成
期
の
首
長
権
と
地
域
社
会
構
造
』
島
根
県
教
育
委
員

会
、
二
〇
一
九
年
）
参
照
。

(23
)
後
藤
四
郎
（
註
六
）

(24
)
楢
崎
干
城
「
阿
曇
氏
考
（
一
）」
―
志
賀
島
本
貫
説
へ
の
疑
問
―
」（『
文
化
史
研
究
』
二
一
、
一
九
六
九
年
）、
薗
田
香
融
「
古
代
海
上
交
通
と
紀
伊
の

水
軍
」（『
日
本
古
代
の
貴
族
と
地
方
豪
族
』
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
、
初
出
一
九
七
〇
年
）、
松
原
弘
宣
（
註
七
）

(25
)
森
公
章
「
国
造
制
と
屯
倉
制
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
二

古
代
二
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）

(26
)
『
日
本
書
紀
』
皇
極
元
年
正
月
乙
酉
条

乙
酉
。
百
済
使
人
大
仁
阿
曇
連
比
羅
夫
、
従
二
筑
紫
国
一
乗
二
驛
馬
一
来
言
、
百
済
国
、
聞
二
天
皇
崩
一、
奉
二
遣
弔
使
一。
臣
随
二
弔
使
一、
共
到
二
筑
紫
一。
而
臣
望

二
レ
仕
於
葬
一。
故
、
先
独
来
也
。
然
其
国
者
、
今
大
乱
矣
。

『
同
』
天
智
元
年
五
月
条

夏
五
月
、
大
将
軍
大
錦
中
阿
曇
比
邏
夫
連
等
、
率
二
船
師
一
百
七
十
艘
一、
送
二
豊
璋
等
於
百
済
国
一。

(27
)
井
上
光
貞
「
部
民
制
の
形
成
」（『
大
化
の
改
新
』
弘
文
堂
書
房
、
一
九
七
〇
年
）
は
、
こ
の
記
事
に
よ
り
安
曇
氏
が
四
世
紀
後
半
頃
に
海
部
を
管
掌
す

る
伴
造
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
が
、
近
年
、
部
民
制
の
端
緒
は
六
世
紀
以
降
に
求
め
ら
れ
て
い
る
（
篠
川
賢
『
日
本
古
代
国
造
制
の
研
究
』
吉
川
弘
文

館
、
一
九
九
六
年
な
ど
）。
仮
に
部
民
制
以
前
の
人
制
段
階
の
も
の
と
理
解
し
た
と
し
て
も
、
五
世
紀
後
半
を
遡
る
も
の
で
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
た
め
、
応
神
期
の
こ
と
と
す
る
本
記
事
は
、
時
期
を
架
上
し
た
伝
承
と
み
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

(28
)
近
江
国
伊
香
郡
や
伯
耆
国
会
見
郡
に
は
安
曇
郷
が
あ
り
（【
表
２
】
№
３
・
№
８
）、
こ
れ
ら
地
域
に
も
阿
曇
氏
が
存
在
し
て
い
た
か
。

(29
)
『
日
本
書
紀
』
に
以
下
の
よ
う
に
み
え
る
。
①
欽
明
十
六
年
七
月
壬
午
条
②
欽
明
十
七
年
七
月
己
卯
条
③
欽
明
三
十
年
四
月
条

①
遣
二
蘇
我
大
臣
稲
目
宿
禰
、
穂
積
磐
弓
臣
等
一、
使
三
于
吉
備
五
郡
、
置
二
白
猪
屯
倉
一。

②
遣
二
蘇
我
大
臣
稲
目
宿
禰
等
於
備
前
児
嶋
郡
一
置
二
屯
倉
一。
以
二
葛
城
山
田
直
瑞
子
一
為
二
田
令
一。

③
膽
津
検
二
閲
白
猪
田
部
丁
者
一、
依
レ
詔
定
レ
籍
。
果
成
二
田
戸
一。
天
皇
嘉
二
膽
津
定
レ
籍
之
功
一、
賜
レ
姓
為
二
白
猪
史
一。
尋
拝
二
田
令
一、
為
二
瑞
子
之
副
一。

(30
)
狩
野
久
（
註
一
五
）

(31
)
鎌
田
元
一
「
屯
倉
制
の
展
開
」（『
律
令
公
民
制
の
研
究
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
九
三
年
）

(32
)
舘
野
和
己
「
屯
倉
制
の
成
立
」（『
日
本
史
研
究
』
一
九
〇
、
一
九
七
八
年
）
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(33
)
仁
藤
敦
史
「
古
代
王
権
と
「
後
期
ミ
ヤ
ケ
」」（『
古
代
王
権
と
支
配
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
、
初
出
二
〇
〇
九
年
）

(34
)
仁
藤
敦
史
（
註
三
三
）

(35
)
後
藤
四
郎
（
註
六
）

(36
)
笹
川
尚
紀
（
註
一
六
）

(37
)
吉
松
大
志
（
註
一
七
）

(38
)
勝
部
昭
「
隠
岐
島
の
古
墳
」（
山
本
清
先
生
喜
寿
記
念
論
集
刊
行
会
編
『
山
陰
考
古
学
の
諸
問
題
』、
一
九
八
六
年
）、
和
田
萃
（
註
一
七
）。

(39
)
市
大
樹
（
註
一
七
）。
な
お
、
市
氏
は
当
該
地
域
に
田
地
を
営
む
場
所
が
限
ら
れ
る
地
形
的
条
件
か
ら
、
経
営
基
盤
の
屯
田
は
対
岸
西
ノ
島
の
美
田
に
設

定
さ
れ
た
と
す
る
。
一
方
、
吉
松
論
文
で
は
、
両
者
は
別
系
統
の
ミ
ヤ
ケ
で
あ
り
、
並
列
的
に
設
定
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。
両
郷
の
荷
札
木
簡
か
ら
は
、

御
宅
郷
は
日
下
部
、
美
田
郷
は
磯
部
と
、
異
な
る
貢
進
主
体
が
想
定
さ
れ
る
。

(40
)
森
田
喜
久
男
「「
山
海
の
政
」
を
具
現
化
す
る
部
民
」（『
日
本
古
代
の
王
権
と
山
野
河
海
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）、
鎌
田
純
一
「
イ
ソ
ベ
氏
の

信
仰
」（『
神
道
研
究
紀
要
』
四
、
一
九
七
九
年
）
な
ど
。
な
お
、
磯
部
は
内
陸
部
に
も
分
布
し
て
お
り
、
一
概
に
全
て
の
磯
部
が
海
人
集
団
で
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
〔
中
村
修
「
海
部
と
磯
部
」（『
海
民
と
古
代
国
家
形
成
史
論
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
三
年
）〕
の
で
あ
ろ
う
が
、
隠
岐
国
の
磯
部
は
海
産
物
貢

納
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
る
。

(41
)
『
姓
氏
録
』
河
内
国
皇
別

蘇
宜
部
首

仲
哀
天
皇
皇
子
誉
屋
別
命
之
後
也

磯
部
臣

同
上

(42
)
吉
松
大
志
（
註
一
七
）

(43
)
天
平
二
年
「
隠
岐
国
郡
稲
帳
」（
林
陸
朗
・
鈴
木
靖
民
編
『
復
元
天
平
諸
国
正
税
帳
』
現
代
思
潮
社
、
一
九
八
五
年
、
一
六
八
頁
）
に
は
、
海
部
直
大
伴

が
海
部
郡
少
領
と
し
て
み
え
、
何
ら
か
の
理
由
で
交
替
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(44
)
山
中
章
（
註
九
）

(45
)
平
石
充
（
註
一
七
）、
池
淵
俊
一
「
島
前
地
域
の
横
穴
墓
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
」（『
黒
木
山
横
穴
墓
群
』
註
一
七
書
）

(46
)
平
石
充
（
註
一
七
）

(47
)
佐
藤
信
「
古
代
隠
伎
国
と
木
簡
」（『
日
本
古
代
の
宮
都
と
木
簡
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
、
初
出
一
九
八
三
・
八
六
年
）
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(48
)
加
藤
謙
吉
（
註
八
）

(49
)
大
日
方
克
己
「
古
代
に
お
け
る
国
家
と
境
界
」（『
歴
史
学
研
究
』
六
一
三
、
一
九
九
〇
年
）

(50
)
坂
江
渉
「
志
深
ミ
ヤ
ケ
の
歴
史
的
位
置
を
め
ぐ
る
基
礎
的
考
察
」（『
ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室
紀
要
』
二
、
二
〇
一
七
年
）。
軍
事
拠
点
と
し
て
の
理
解
は

加
藤
氏
や
和
田
氏
も
示
し
て
い
る
。

(51
)
吉
松
大
志
（
註
一
七
）

(52
)
黛
弘
道
（
註
一
四
）

(53
)
『
長
野
県
屋
代
遺
跡
群
出
土
木
簡
』
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
六
年

(54
)
傳
田
伊
史
「
埴
科
郡
の
地
域
社
会
構
造
」（『
古
代
信
濃
の
地
域
社
会
構
造
』
同
成
社
、
二
〇
一
七
年
）

(55
)
田
島
公
「
シ
ナ
ノ
の
ク
ニ
か
ら
科
野
国
へ
」（『
長
野
市
誌
』
二
、
二
〇
〇
〇
年
）

(56
)
一
例
と
し
て
、
伊
勢
国
鈴
鹿
郡
英
多
郷
の
訓
は
「
阿
賀
多
」
と
あ
り
、「
神
名
帳
」
で
は
同
郡
に
縣
主
神
社
が
み
え
る
。

(57
)
田
島
公
「
東
人
の
荷
前
」（
東
国
の
調
）
と
「
科
野
屯
倉
」（
吉
村
武
彦
編
『
律
令
制
国
家
と
古
代
社
会
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）

(58
)
田
島
公
「
抹
消
さ
れ
た
「
湯
沐
倉
」」（
西
洋
子
・
石
上
英
一
編
『
正
倉
院
文
書
論
集
』
青
史
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）

(59
)
拙
稿
「
古
代
信
濃
の
渡
来
人
」（『
駒
沢
史
学
』
八
六
、
二
〇
一
六
年
）

(60
)
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
下
神
遺
跡
』（
日
本
道
路
公
団
名
古
屋
建
設
局
他
、
一
九
九
〇
年
）

(61
)
加
藤
謙
吉
「
蘇
我
氏
の
地
方
進
出
」（『
蘇
我
氏
と
大
和
王
権
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）

(62
)
福
島
正
樹
「
長
野
市
域
に
お
け
る
条
理
的
遺
構
の
調
査
（
一
）」（『
市
誌
研
究
な
が
の
』
八
、
二
〇
〇
一
年
）、「
古
代
に
お
け
る
善
光
寺
平
の
開
発
に
つ

い
て
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
第
九
六
集

日
本
歴
史
に
お
け
る
災
害
と
開
発
Ⅰ
』
二
〇
〇
二
年
）

(63
)
田
島
公
（
註
五
五
）

(64
)
笹
川
尚
紀
（
註
一
六
）

(65
)
拙
稿
「
シ
ナ
ノ
の
国
造
勢
力
」（『
駒
沢
史
学
』
七
七
、
二
〇
一
二
年
）

(66
)
仁
藤
敦
史
（
註
三
五
）

(67
)
沖
森
卓
也
・
佐
藤
信
・
矢
嶋
泉
編
『
風
土
記
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
二
四
二
～
二
四
六
行
。

(68
)
安
曇
野
市
教
育
委
員
会
『
明
科
遺
跡
群
明
科
廃
寺
四
』
二
〇
一
七
年
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(69
)
明
科
町
教
育
委
員
会
『
潮
神
明
宮
前
遺
跡
二
』
二
〇
〇
五
年

(70
)
岐
阜
県
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
『
大
江
遺
跡
・
寿
楽
寺
廃
寺
跡
』
二
〇
〇
二
年

(71
)
山
路
直
充
「
甲
斐
に
お
け
る
瓦
葺
き
建
物
の
出
現
」（
帝
京
大
学
山
梨
文
化
財
研
究
所
『
開
発
と
神
仏
と
の
か
か
わ
り
』
資
料
集
、
二
〇
〇
四
年
）、「
山

国
の
寺
」（
鈴
木
靖
民
・
吉
村
武
彦
・
加
藤
友
康
編
『
古
代
山
国
の
交
通
と
社
会
』
八
木
書
店
、
二
〇
一
三
年
）

(72
)
鈴
木
景
二
「
地
方
交
通
の
諸
相
」（『
古
代
交
通
研
究
』
八
、
一
九
九
八
年
）。
近
年
で
も
、
市
大
樹
「
出
土
文
字
資
料
か
ら
み
た
駅
制
と
七
道
制
」（『
日

本
古
代
都
鄙
間
交
通
の
研
究
』
塙
書
房
、
二
〇
一
七
年
）
が
七
道
制
の
枠
組
み
を
越
え
た
交
通
の
実
態
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。
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【表１】カバネ別阿曇氏の一覧
阿曇連

名前 年月日 出典 備考
阿曇連浜子 履中即位前紀 『書紀』 黒友とも。淡路の野島の海人を統

率。
阿曇連 推古 32 年 4 月壬戌・

同年冬 10 月癸卯
『書紀』

阿曇連比羅夫 皇極元年正月乙酉・天
智即位前紀

『書紀』 天智元年 5 月、船師 170 艘を率い
て豊璋らを百済へ護送。

阿曇連 大化 2年 3月辛巳 『書紀』
阿曇連百足 孝徳期（播磨）

景行期（肥前）
『播磨国風土記』揖保郡石海
里・浦上里
『肥前国風土記』松浦郡値嘉島

稲を献上（石海里）。難波の浦上か
ら遷来（浦上里）。景行天皇の命で
島を巡察。
安曇部粟麻呂が祖として主張した
安曇宿禰百足（『三実』貞観 6 年 8
月 8日）にもあたるか。

阿曇連太牟 孝徳期 『播磨国風土記』揖保郡石海里 孝徳天皇の命により開墾。石海の
人夫を動員。

阿曇連頬垂 斉明 3年是歳・同 4年
是歳・天智 9年 9月

『書紀』 西海使。百済より帰還（斉明 3
年）。新羅使として発遣（天智 9
年）。

阿曇連稲敷 天武元年 3月己酉、10
年 3 月

『書紀』 帝紀・上古諸事を記し定める

安曇連広浜 天平 5年・6年 「皇后宮識移」「写経所啓」
（『大日古』1-476、582、586）

経師。図書寮史生。

安曇連広麻呂 天平 5年 「写経所啓」（『大日古』7-33） 舎人、経師。以後、天平 21 年頃ま
でみえる。

阿曇犬養連 『姓氏録』摂津国神別 海神大和多羅命三世孫穂己都久命
之後也。

安曇連 『姓氏録』河内国神別 綿積神命児穂高見命之後。
安曇連 『姓氏録』河内国未定雑姓 于都斯奈賀命之後。

宿禰姓
名前 年月日 出典 備考

阿曇宿禰虫名 慶雲元年正月癸巳 『続紀』 従五位下。
阿曇宿禰坂持 養老 7年正月丙子 『続紀』 板持とも。従五位下。
阿曇宿禰刀 神亀 4年正月庚子・霊

亀 2年 12 月
『続紀』、『髙橋氏文』 内膳奉膳、髙橋乎具比と相論

安曇宿禰虫麻呂 天平 10 年 「淡路国正税帳」（『大日古』
2-102）など

淡路国司。

安曇宿禰広道 天平 10 年 「淡路国正税帳」（『大日古』
2-102）など

淡路国司。

阿曇宿禰大足 天平 18 年 4 月癸卯・
天平勝宝 5月 4日

『続紀』 安芸守

安曇宿禰三国 天平勝宝 7歳 2月
天平宝字 8年 10 月

『万葉集』20-4413～4423
『続紀』

武蔵国部領防人使掾正六位上
藤原仲麻呂追討の論功により従五
位下に。

安曇宿禰石成 天平宝字 5年正月戊子 『続紀』 若狭守（慶雲 2 年 6 月）、従五位上
（宝亀 3年正月）

安曇宿禰浄成 天平宝字 5年頃
宝亀 7年正月・3月

「神祇大輔中臣毛人等百七人歴
名」（『大日古』15-131）
『続紀』

大膳主醤。
従五位下、内膳奉膳。

安曇宿禰夷女 天平宝字 6年正月癸未 『続紀』 従五位下。



佐藤雄一 信濃国の阿曇氏について105

名前 年月日 出典 備考
安曇宿禰諸継 宝亀元年 11 月丁丑 『続紀』
安曇宿禰刀自 宝亀 7年正月丙申・天

応元年 11 月
『続紀』 正五位下。

安曇宿禰日女虫 天応元年 2月壬辰 『続紀』 従五位下。
安曇宿禰広吉 宝亀 6年 6月

延暦 4 年正月癸卯・8
月 4日
大同元年正月

『高橋氏文』
『続紀』
『日本後紀』

高橋波麻呂と供奉の前後を争う。
従五位上。和泉守・安房守・伊予
権介を歴任。

安曇宿禰継成 延暦 11 年 3 月壬申 『類国』87、『髙橋氏文』 配流
安曇宿禰大丘 延暦 18 年 12 月辛卯 『日本後紀』
安曇宿禰粟常 貞観 11 年正月 8 日丙

寅
『三実』

安曇宿禰 『姓氏録』右京神別下 海神綿積豊玉彦神子穂高見命之後。
安曇宿祢(足) 『城』29-26 上(259) 六位上

無姓
名前 年月日 出典 備考

安曇牛 大宝元～3年カ 『飛鳥藤原京』2-3421
安曇□〔富ヵ〕 大宝元～3年カ 『飛鳥藤原京』2-1987
阿曇千足 『奈良県藤原概報』24
阿曇三雄 天平 5年 9月 8日 「隠岐国正税帳」（『大日古』

1-456）
隠岐国海部郡少領

安曇高額 天平 7年頃 「皇后宮識写経所解」（『大日
古』7-39）

経師。

阿曇五百麻呂 天平 17 年 9 月 8 日 『平城宮』1-127 周防国吉敷郡神崎郷戸主、調塩一
斗、荷札

阿曇□麻呂 天平 17 年 9 月 8 日 同上 同上
阿曇万呂 天平 19 年 4 月 4 日 「写経本経注文」（『大日古』

9-287）
経師、天平 20 年 5 月（『大日古』
10-481）にもみえる

阿曇国依 天平 19 年 10 月 6 日 「写 経 充 紙 帳」（『大 日 古』
2-700）

経師、天平 19 年頃多くみえる

阿曇福雄 貞観 11 年 10 月 26 日 『三実』 隠岐国浪人
安曇鳥 『平城宮』1-96
安曇田主 『平城宮』2-1943
阿曇千足 『奈良県藤原概報』30 藤原宮北辺地区
阿曇 『平城宮』3-3019 播磨国揖保郡占上（浦上）郷□家

里、荷札
阿曇千嶋 『平城宮』6-10227
阿曇 天平 8年 3月 10 日 『城』24-18 上(132) 御馬所仕奉奴
阿曇東人 『木研』38-10(3) 井戸枠に転用
安(曇) 『城』35-14 上 平城宮大膳職地区
安曇内(万呂) 『藤原宮』3-1135
安曇廣刀自 『城』15-11 上(37) 平城宮内裏北方官衙地区
安曇根麻 『城』19-31 上(364) 平城宮内裏東方東大溝地区
安曇石田 『長登 2』-44 長門国、工人名
安曇麻呂 天平 8年 7月 27 日・9

月
『城』22-14 上(88)

安曇 同上 同上
(安)曇犬□ 『城』30-20 上(531)
安曇 『城』30-20 上(532)
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名前 年月日 出典 備考
安曇 『城」30-6 上(15) 従七位下
安曇 『城』31-32 下(485) 浮浪人
安□〔曇ヵ〕 『平城宮』5-7311 〔无位ヵ〕
安曇 『平城宮』5-7395 正七位下
〔安曇ヵ〕□麻呂 『平城宮』5-7593
安曇乙□ 『木研』23-35(25) 長岡京跡右京六条二坊六町
安曇継見 9C後半～10C 前半 『木研』31-170 (30)（『観音寺

4』-114）
阿波国名東郡人

安曇豊主 10C 前半～11C 初頭 『木研』31-170(26)(『観音寺 4』
-93）

書生

安曇秋長 『城』39-11 上(32) 平城宮東方官衙地区
安曇 10 世紀 『東姥神Ｂ遺跡』 墨書土器、土師杯、 住居跡、甲斐

国巨麻郡速見郷
阿曇□ 8世紀末～9世紀初頭 『横江荘遺跡 2』 墨書土器、須恵器杯、加賀国石川

郡。
舎人安曇万呂 天平 18 年 11 月 20 日 『墨書土器集成 2』 墨書土器、美濃国安八郡壬生郷、

須恵器皿、平城宮跡
安曇外命婦 『万葉集』4-665～667

部姓
名前 年月日 出典 備考

阿曇部馬身売 大宝 2年カ 「豊後国戸籍断簡」（『大日古』
1-215）

豊後国

阿曇部阿理売 同上 同上 豊後国
阿曇部法提売 同上 同上 1-216 豊後国
安曇部□□礼 奈良県『藤原宮』-(95)
阿曇部 養老 7年 『城』19-23 上(220) 隠伎国海部郡佐作郷大井里、御調

海藻六斤、荷札
安曇部赤人 天平 2年閏 6月 21 日 『木研』19-193(6)(『長登木簡展

図録』-35)
大型歴名

安曇部犬甘 『木研』19-194(11)(『長登木簡
展図録』-37)

製銅出来高帳簿

阿曇部赤人 天平 6年 『城』24-29 上(297) 隠岐国知夫郡由良郷、調海藻六斤、
荷札

阿曇部廣田 同上 『城』29-35 下(421) 隠伎国海部郡布勢郷敷多里、調海
澡六斤、荷札

阿曇部与里比 同上 『城』31-29 下(425) 隠伎国海部郡、調海藻六斤、荷札
阿曇部久尓戸 天平 7年 10 月 『城』19-32 上(382) 調堅魚六斤、荷札
阿曇部遠 同上 同上 同上
阿曇部大嶋 同上 『城』22-39 上(422) 阿波国那賀郡幡羅郷海部里戸主、

調御取鰒六斤、荷札
阿曇部若万呂 同上 同上 阿波国那賀郡幡羅郷海部里戸、同

上
阿曇部意比 天平 7年 『城』22-36 上(370) 隠伎国海部郡作佐郷大井里、調三

取鰒四斤、荷札
阿曇部知麻呂 同上 『城』22-36 上(376) 隠伎国海部郡布勢郷大浦里、烏賊

六斤、荷札
阿曇部奈々都 同上 『城』22-36 上(377) 隠伎国海部郡布勢郷大浦里、調短

鰒六斤、荷札
阿曇部真佐 同上 『城』24-29 下(302) 隠伎国海部郡佐作郷大井里、調短

鰒六斤、荷札
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名前 年月日 出典 備考
阿曇部与呂比 同上 『城』29-35 下(422) 隠伎国海部郡海部郷志吉里、調海

藻六斤、荷札
阿曇部止巳 天平 10 年 『城』22-35 下(369) 隠伎国海部郡作佐郷治田里、腊贄

一斗、荷札
阿曇部都祢 『平城宮』7-11311 隠岐国海部郡前里（佐作郷）、軍布

廿斤、荷札
阿曇部麻支 『城』16-7 下(36) 隠岐国、調鳥□〔賊ヵ〕六斤、平

城宮内、荷札
阿曇部□□多 『城』16-7 下(37)・『日本古代

木簡選』
隠伎国海郡佐吉郷、□〔軍ヵ〕布
六斤

阿曇部押男 『城』22-38 上(406) 備中国浅口郡船穂郷、調塩三斗、
荷札

阿曇部太隅 『城』22-39 下(434) 伊予国伊予郡石井郷海部里、鯛楚
割六斤、荷札

阿曇部古万呂 『城』34-26 上(306) 阿波国名方郡佐濃郷、荷札
阿曇部佐婆 同上 同上
安曇部真羊 天平宝字 8年 10 月 『銘文集成』323 調布墨書銘、信濃国安曇郡前科郷

戸主
安曇部百嶋 同上 『銘文集成』323 同郡主帳、従七位上
安曇部東万呂 8C後半～9C前半 『観音寺 4』-200 荷札、余戸（阿波国板野郡全戸郷

〈余戸郷〉・同国勝浦郡余戸郷)
安曇部粟麻呂 貞観 6年 8月 8日 『三実』 阿波国名方郡。百足宿禰苗裔であ

ることから宿禰賜姓

※略称〔木簡に関する出典記載は「木簡庫」（奈良文化財研究所）の凡例によった〕
『書紀』…『日本書紀』、『続紀』…『続日本紀』、『類国』…『類聚国史』、『三実』…『日本三代実録』、『姓氏録』
…『新撰姓氏録』、『大日古』…『大日本古文書』、『銘文集成』…『正倉院宝物銘文集成』（吉川弘文館）、『墨書土器
集成 2』…『平城宮出土墨書土器集成Ⅱ』（奈良国立文化財研究所）
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【表２】地域別阿曇氏の一覧
地方区分 国名 郡名 郷名 里名 人物名 備考

東海道

甲斐 巨麻郡 速見郷 安曇 東姥神 B 遺跡出土墨書土器。報告書は信濃国から
の移住説（大泉村 1985）

武蔵 安曇宿禰三国 武蔵国部領防人使。藤原仲麻呂追討の論功により
従五位下に。（『続紀』天平宝字八年十月庚午条）

東山道

近江 伊香郡 安曇郷 郷名（『和名抄』）
美濃 安八郡 壬生郷 安曇万呂 舎人。天平十八年。墨書土器（『墨書土器集成 2』）

信濃 安曇郡 前科郷
安曇部真羊 戸主。天平宝字八年十月。調布貢進（『銘文集成』

159、杉本 2018-77）
安曇部百嶋 郡司主帳。同上。

北陸道 加賀 石川郡 阿曇麿 墨書土器。（『中屋サワ遺跡Ⅲ』）

山陰道

伯耆 会見郡 安曇郷 郷名（『和名抄』）。「安曇郷戸主間人安曇」（『銘文
集成』169、杉本 2018-77）

隠岐

知夫郡 由良郷 阿曇部赤人 調海藻六斤、荷札（『城』24-29 上(297)）。天平六
年。

海部郡

阿曇三雄 少領。「隠岐国正税帳」（『大日古』1-456）
阿曇部与里比 調海藻六斤、荷札（『城』31-29 下(425)）。天平六

年。

布勢郷
大浦里

阿曇部知麻呂 烏賊六斤、荷札（『城』22-36 上(376)）。天平七年。
阿曇部奈々都 調短鰒六斤、荷札（『城』22-36 上(377)）。天平七

年。
敷多里 阿曇部廣田 調海澡六斤、荷札（『城』29-35 下(421)）。天平六

年。
海部郷 志吉里 阿曇部与呂比 調海藻六斤、荷札（『城』29-35 下(422)）。天平七

年。

佐作（作
佐）郷

大井里

阿曇部 御調海藻六斤、荷札（『城』19-23 上(220)）。養老
七年。

阿曇部意比 調三取鰒四斤、荷札（『城』22-36 上(370)）。天平
七年。

阿曇部真佐 調短鰒六斤、荷札（『城』24-29 下(302)）。天平七
年。

治田里 阿曇部止巳 腊贄一斗、荷札（『城』22-35 下(369)）。天平十年。
前里 阿曇部都祢 軍布廿斤、荷札（『平城宮』7-11311）

佐吉郷 阿曇部□□多 □〔軍ヵ〕布六斤、荷札（『城』16-7 下(37)）
阿曇部麻支 調鳥□〔賊ヵ〕六斤、荷札（『城』16-7 下(36)）
阿曇福雄 浪人。越智貞厚と新羅人の謀反を密告するも、誣

告と判明（『三代実録』貞観十一年十月庚戌条）

山陽道

播磨 揖保郡

石海里・
浦上里

阿曇連百足 『播磨国風土記』の地名起源説話。『肥前国風土
記』にもみえる。

石海里 阿曇連太牟 『播磨国風土記』の地名起源説話。
占上（浦
上）郷

□家里 阿曇 荷札木簡（『平城宮』3-3019）

備中 浅口郡 船穂郷 阿曇部押男 調塩三斗、荷札

周防 吉敷郡 神崎郷
阿曇五百麻呂 調塩一斗、荷札、天平十七年九月八日
阿曇□麻呂 同上

長門 美祢郡
安曇石田 （『長登』2-44）
安曇部赤人 （『長登木簡展図録』-35）
安曇部犬甘 （『長登木簡展図録』-37）
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地方区分 国名 郡名 郷名 里名 人物名 備考

南海道

淡路

阿曇連浜子 野嶋の海人を率いた（『書紀』履中即位前紀）
安曇宿禰虫麻
呂

淡路国司か。天平十年度「淡路国正税帳」（｢大日
古｣2-102）

安曇宿禰広道 同上

阿波

名方郡

佐濃郷 阿曇部古万呂 荷札木簡（『城』34-26 上）
佐濃郷 阿曇部佐婆 同上

安曇部粟麻呂 『三実』貞観六年八月壬戌条。百足の苗裔として
安曇部に改姓。

名東郡 安曇継見 （『観音寺』4-114）

那賀郡 幡羅郷 海部里
阿曇部大嶋 調御取鰒六斤、荷札、二条大路木簡（『城』22-39

上(422)）。天平七年十月。
阿曇部若万呂 同上
安曇部東万呂 板野郡余戸郷 or 勝浦郡余戸郷。観音寺遺跡出土木

簡（『観音寺』4-200）
安曇豊主 観音寺遺跡出土木簡（『観音寺 4』-93）

伊予 伊予郡 石井郷 海部里 阿曇部太隅 鯛楚割六斤、荷札（『城』22-39 下(434)）

西海道

筑前 糟屋郡 阿曇郷 郷名（『和名抄』）

豊後
阿曇部馬身売 大宝二年か。｢豊後国戸籍」（｢大日古｣1-215）
阿曇部阿理売 同上
阿曇部法提売 同上

肥前 松浦郡 阿曇連百足 値嘉郷の土蜘蛛伝承に景行天皇の陪従としてみえ
る。『播磨国風土記』にも。

略称 表 1に同じ
出典 大泉村 1985：大泉村教育委員会『東姥神 B遺跡』1985 年、杉本 2018：杉本一樹「正倉院の繊維製品と調庸

関係銘文―松嶋順正『正倉院宝物銘文集成』第三編補訂ー前編」（『正倉院紀要』40、2018 年）


